
令和６年度７５歳年齢到達新規加入者口座振替用紙送付用封筒等作成業務委託仕様書 

     

１ 委託件名 

令和６年度７５歳年齢到達新規加入者口座振替用紙送付用封筒等作成業務委託 

 

２ 契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  本委託仕様の履行場所は、以下のとおりとする。 

  神奈川県内市区町村庁舎等３８箇所 

   

４ 委託業務の内容 

  送付用封筒の作成と宛名台紙の印刷及び封入（封緘はしない。以下同じ。）、納品。 

  なお、本業務は毎月１回、全１２回を行うものとする。 

作成の概要 

  委託者が提供する印字用データに基づき宛名台紙を作成し、送付用封筒に封入を行っ

たものの納品を行うものとする。 

(１)宛名台紙 （別紙１「口座振替用紙等送付先記載用紙レイアウト」参照） 

ア 大きさ 

サイズ：１１４ミリ×２２２ミリ程度（送付用封筒に入るもの） 

イ 厚さ 

上質紙９０ｋｇ 

※ 上記の他、カスタマバーコードが読取りできるよう、封筒に入れた際の動きを最小限に

し、印字位置等調整すること。 

(２)送付用封筒 （別紙２「口座振替用紙等送付用封筒レイアウト」参照） 

ア 大きさ  

最大で洋形０号サイズ（縦１２０ミリ×横２３５ミリ）とする。 

イ 配色等 

表面 ２色（黒色、赤色） 

裏面 １色（黒色） 

※ 上記の他、封筒の外側から見て封入物が透けて見えないように、封筒の内側に地紋を１

色印刷すること。 

ウ 窓あき（表面２箇所） 

※ 台紙に印刷した送付先宛名及びお問い合わせ先等が見えるように窓部分を透明にする

こと。なお、窓部分の材質はグラシン紙を使用すること。 



エ 厚さ 

８０ｋｇ 

オ 材質  

色上質紙（厚口） オレンジ色 

カ レイアウト 

別紙 口座振替用紙等送付用封筒レイアウト 

キ 口糊加工 

両面テープまたはグラシンテープ 

 

 作成する宛名台紙について、委託者が私用領域で管理する外字ファイルに含まれる文字

を印字できるようにすること。ただし、未登録外字（使用する文字コード体系に含まれる、

又は私用領域で管理する外字ファイルに含まれる以外の文字。以下、同じ。）として「●」

で提供した文字は、印字せずスペースとする。 

 

５ 予定数量（件数及び回数） 

約８３，０００件（１２回に分割） 

 

６ 納品について 

(１)成果物の定義及び納品場所 

（１）成果物の名称 成果物の説明 納品場所 

1 
宛名台紙封入済み封

筒 
宛名台紙を封入したもの。 市区町村 

    上の表中、納品場所欄の「市区町村」は県内各市区町村庁舎等３８箇所（具体的な

納品場所については、委託者が別途指示する）とする。 

なお、成果物の納入完了後、完了通知を提出すること。 

また、市町村へ納品する成果物とは別に、送付用封筒を約１００部、委託者に提供

すること（４月中）。 

 

(２)成果物の納品日 

納品日は、印字データ引き渡し日から５営業日以内（具体的な日程は別途指示）。 

(３)納品時の形態等 

ア 宛名台紙を封入した封筒をダンボールに梱包した上で納品すること。その際

の仕分け、順番は別途指示する。 

イ 発送の前営業日までに印字件数及び梱包したダンボールの箱数を委託者へ報

告すること。 

 



７ 委託料 

(１)完了検査及び委託料の請求 

    受託者は毎月の業務の完了時に、委託者に書面で業務の完了を報告し、委託者の検

査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。ただし、印字プ

ログラム製作費は１回目に請求するものとする。 

(２)委託料の支払い 

委託者は業務ごとの契約単価に処理件数を乗じた額（その額に１円未満の端数が

ある場合は端数を切り捨てた額）の合計額に、取引にかかる消費税額（地方消費税を

含む。）として１００分の１０を乗じた額を加算して受託者に支払う。支払いの期限

は、前号の規定に基づく適法な請求書を受理した日から３０日とする。 

 

８ 提供データについて 

(１)データの提供方法等 

本番データ及びテストデータは、暗号化後、原則として CD-R で提供する。個人情

報を含むため、CD-R の受渡しは、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局で行うも

のとし、本番データ及びテストデータの提供日程は、受託者決定後に協議して定める

ものとする。 

データの受渡しに用いた CD-R は、データ印字終了後１週間以内に委託者に返却す

ること。 

なお、受領したデータは本業務のためにのみ使用するものとする。 

(２)ファイル形式 

ＣＳＶ形式 

(３)ファイルレイアウト及び項目ごとの桁数等 

別紙３「提供データレコードレイアウト」のとおり。 

(４)文字コード及び外字ファイルについて 

別紙４「文字に関する仕様」のとおり。 

    

９ 提供データの取り扱いについて 

(１)データの運搬 

個人情報が含まれるため、受託者が鍵付きのセキュリティーボックスを用意し、作

業時、運搬時の紛失や情報の流失の防止のため、同じく受託者が用意した磁気媒体の

授受簿等を用いて、都度工程別の管理者を明確にし、万全を期すこと。 

(２)データの消去 

受領したデータは、CD-R の委託者への返却と同時に一切削除するものとし、併せ

て削除完了報告書を業務の完了の書面と同時に提出するものとする。 

 



１０ 検証作業について 

  受託者は、本データの印字前に下記の検証作業を行うこと。 

(１)外字印字の検証 

    別紙４「文字に関する仕様」の項番５「外字ファイルの印字テスト」のとおり。 

(２)テストデータによる印字検証 

委託者が提供するテストデータによりデータ内容検証、宛名台紙の印字検証を行

うものとする。その際使用する帳票類は、受託者の負担で用意するものとする。 

 

１１ 契約不適合責任 

(１)引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの

である場合（受託者が委託者に移転した権利が契約の内容に適合しないものである

場合を含む。） は、委託者は、受託者に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求

（不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。）、損害賠償

の請求及び契約の解除をすることができる。 

(２)受託者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡

した場合において、委託者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託者

に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金

の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託

者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、

この限りでない。 

 

１２ 個人情報の保護 

  受託業務全般を通じて、この業務で使用する個人情報の取扱に十分な注意を払うこと。 

 

１３ 疑義等の決定 

その他、仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、委託者、受託者が協議し 

決定するものとする。 

 

１４ 特記事項 

  当該落札決定の効果は、令和６年度当初予算に係る議会の議決がなされ、令和６年４月

１日の令和６年度予算発効時において効果を生ずるものとする。 

 



【被保険者証送付先記載用紙】レイアウト

X X X - X X X X

〔お問い合わせ先〕

9 9 9 9 9 9

X X X - X X X X

9 9 9 - 9 9 - 9 9 9 9 9 - 9

Ｎ－－－－－－－－－－（××）－－－－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－－－－（××）－－－－－－－Ｎ△様

Ｎ－－－－－－－－－－（××）－－－－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－－－－－－－（××）－－－－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－－－－（××）－－－－－－－Ｎ△様

引受番号バーコード
（ＮＷ－７）

Ｎ－－－－－－－－－－（××）－－－－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ
Ｎ－－－－（××）－－－－Ｎ

宛名住所・氏名

各レコードに含まれる保険者番号により、別に提供
するリストにある各市区町村(３８箇所）の連絡先
（名称、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ番号）
を印字できるようにすること。

※ 各欄等の印字内容及び文字数は契約締結後、別途協議する。

窓開きから見える部分に連番をプ
リントすること。

別
紙

1

Ｎ－－－－－－（××）－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－－（××）－－－－－－Ｎ

Ｎ－－－－－（××）－－－－－－Ｎ

Ｎ － － － － － （ × × ） － － － － － Ｎ

Ｎ－－－－－（××）－－－－－－Ｎ

オーバーレイ印



郵便区内特別

料金後納
郵 便

235mm（最大）

120mm

（最大）
宛名等表示用
窓開き部分

【口座振替用紙等送付用封筒】レイアウト

市区町村職員や広域連合職員を装った振り込め詐欺にご注意ください。

※ 表面は黒、赤の２色刷り
※ 裏面は黒１色ですべて印刷対応とする。
※ 色上質紙（厚口）
※ 印刷の内容は契約締結後、指示する。

【裏面】

返還先

別紙 ２

差出人

市区町村
問い合わせ先

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町８番地１
ヨコハマポートサイドビル９階

神奈川県後期高齢者医療広域連合

重 要
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文字に関する仕様 

 
委託者は、次に示す仕様の文字を使用しており、これを正確に印字すること 

 
１ 文字コード体系 

UCS2 のコード領域を使用し、住基ネット統一文字コードに準じた体系を管理しており、漢字は２バイト

コードで管理（0000～FFFF）している。 

本委託業務において提供するファイルの文字コードは「エンコード UTF-8」とする。 
 

２ フォント形式 

（１）被保険者証及び送付先のプリントに使用するフォントについて 

日本加除出版株式会社製の日本語入力ソフトウェア「KAJO_J 入力システムＶ７ 後期高齢者医療広

域連合電算処理システム対応版」に含まれるフォント（「KAJO_J 明朝」）を使用している。 

なお、受託者が印字を行うにあたり、フォント（委託者が提供する外字（次項参照）を除く。）の使

用に際して使用許諾等が必要な場合は、受託者がその責任を負うこと。 

（２）（１）以外の部分に使用するフォントについて 

契約締結後、別途指示する。 

 

３ 外字について 

住基ネット統一文字コードに準じた体系の範囲外となる外字（残存外字）については、私用領域（最大

6,400 文字：E000～F8FF）に対し、コード化し管理している。 

 
４ 外字ファイルの提供 

契約締結後、委託者が私用領域で管理する外字ファイル（KAJO_JM.TTE ／ KAJO_JM.TCF）を提供する。

また、契約期間の途中で外字ファイルを変更する場合がある。その場合、新たな外字ファイルをその都度

提供する。 

 
５ 外字ファイルの印字テスト 

委託者が提供する外字ファイルについて、受託者は、本契約の対象となる帳票を印刷するプリンタを使

用して、事前に印字テストを行い、委託者が提供する「広域外字一覧 神奈川県_外字一覧(広域外字)」と

１文字ずつ照合確認を行い、文字の品質を十分担保すること。 

なお、外字ファイルが変更された場合には、その都度、印字テストを行うこと。 

別紙 ４ 



口座振替用紙送付用宛名台紙記載問い合わせ先(令和６年度)

保険者番号 市区町村 担当窓口 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

1 39141015 横浜市鶴見区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係（２階６番窓口）　　　　　　 〒２３０－００５１ 横浜市鶴見区鶴見中央３－２０－１　　　　　　　 電　話：０４５－５１０－１８０８　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－５１０－１８９８　　　　　　　

2 39141023 横浜市神奈川区役所　　　　　　　 保険年金課　保険係 〒２２１－０８２４ 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 電　話：０４５－４１１－７１２６　　 ＦＡＸ：０４５－３２２－１９７９　　　　

3 39141031 横浜市西区役所 保険年金課　保険係 〒２２０－００５１ 横浜市西区中央１－５－１０ 電　話：０４５－３２０－８４７５ ＦＡＸ：０４５－３２２－２１８３

4 39141049 横浜市中区役所　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係　　　　　　　　　　　　　　 〒２３１－００２１ 横浜市中区日本大通３５　　　　　　　　　　　　 電　話：０４５－２２４－８３１３　　　　　 ＦＡＸ：０４５－２２４－８３０９　　　　　　　

5 39141056 横浜市南区役所 保険年金課　保険係 〒２３２－００２４ 横浜市南区浦舟町２－３３ 電　話：０４５－３４１－１１２８　　　　　 ＦＡＸ：０４５－３４１－１１３１　　　　　　　

6 39141114 横浜市港南区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係　 〒２３３－０００３ 横浜市港南区港南４－２－１０ 電　話：０４５－８４７－８４２６　　　　　 ＦＡＸ：０４５－８４５－８４１３　　　　　　　

7 39141080 横浜市金沢区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係　　　　　　　　　　　　　　 〒２３６－００２１ 横浜市金沢区泥亀２－９－１　　　　　　　　　　 電　話：０４５－７８８－７８３６　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－７８８－０３２８　　　　　　　

8 39141098 横浜市港北区役所 保険年金課　保険係　　　　　　　　　　　　　　 〒２２２－００３２ 横浜市港北区大豆戸町２６－１ 電　話：０４５－５４０－２３５２ ＦＡＸ：０４５－５４０－２３５５

9 39141130 横浜市緑区役所 保険年金課　保険係 〒２２６－００１３ 横浜市緑区寺山町１１８ 電　話：０４５－９３０－２３４４　 ＦＡＸ：０４５－９３０－２３４７

10 39141171 横浜市青葉区役所 保険年金課　保険係 〒２２５－００２４ 横浜市青葉区市ケ尾町３１－４ 電　話：０４５－９７８－２３３７ ＦＡＸ：０４５－９７８－２４１７

11 39141189 横浜市都筑区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係（２階５番窓口）　　　　　　 〒２２４－００３２ 横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１　　　　　　　　 電　話：０４５－９４８－２３３６　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－９４８－２３３９　　　　　　　

12 39141106 横浜市戸塚区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係 (２階７番窓口)　　　　　　　　　　　　　〒２４４－０００３ 横浜市戸塚区戸塚町１６－１７　　　　　　　　　 電　話：０４５－８６６－８４４９　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－８７１－５８０９　　　　　　　

13 39141163 横浜市泉区役所　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係　　　　　　　　　　　　　　 〒２４５－００２４ 横浜市泉区和泉中央北５－１－１　　　　　 電　話：０４５－８００－２４２８　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－８００－２５１２　　　　　　　

14 39141148 横浜市瀬谷区役所　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険係（２階２６番窓口）　　　　　　　　　　　　　　〒２４６－００２１ 横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０　　　　　　　　　　 電　話：０４５－３６７－５７２７　　　　　　　 ＦＡＸ：０４５－３６２－２４２０　　　　　　　

15 39142039 平塚市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　後期高齢者医療担当　　　　　　　　 〒２５４－８６８６ 平塚市浅間町９番１号　　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６３－２１－９７６８　　　　 ＦＡＸ：０４６３－２１－９７４２　　　　　　　

16 39142047 鎌倉市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　医療給付担当　　　　　　　　　　　 〒２４８－８６８６ 鎌倉市御成町１８－１０　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６７－６１－３９６１　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６７－２３－５１０１　　　　　　　

17 39142054 藤沢市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　後期高齢者医療担当　　　　　　　　 〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１番地の１　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６６－５０－３５７５　　　 ＦＡＸ：０４６６－５０－８４１３　　　　　　　

18 39142070 茅ヶ崎市役所 保険年金課 〒２５３－８６８６ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 電　話：０４６７－８２－１１１１（代） ＦＡＸ：０４６７－８２－１１９７　　　　　　　

19 39142088 逗子市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国保健康課　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒２４９－８６８６ 逗子市逗子５丁目２番１６号　　　　　　　　　　 電　話：０４６－８７３－１１１１（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６－８７３－４５２０　　　　　　　

20 39142104 三浦市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒２３８－０２９８ 三浦市城山町１番１号　　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６－８８２－１１１１（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６－８８２－２８３６　　　　　　　

21 39142112 秦野市役所 国保年金課　後期高齢者医療担当 〒２５７－８５０１ 秦野市桜町１－３－２ 電　話：０４６３－８２－５４９１　　　　 ＦＡＸ：０４６３－８２－５１９８　　　　

22 39142120 厚木市役所 国保年金課　長寿医療係 〒２４３－８５１１ 厚木市中町３－１７－１７ 電　話：０４６－２２５－２２２３ ＦＡＸ：０４６－２２５－４６４５　　

23 39142138 大和市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　高齢者保険係（市役所本庁舎１階）　　　　　　　　　〒２４２－８６０１ 大和市下鶴間一丁目１番１号　　　　　　　　　　 電　話：０４６－２６０－５１２２　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６－２６０－５１５８　　　　　　　

24 39142146 伊勢原市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　後期高齢者医療係　　　　　 〒２５９－１１８８ 伊勢原市田中３４８番地　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６３－９４－４５２１　　　　 ＦＡＸ：０４６３－９５－７６１２　　　　　　　

25 39142153 海老名市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 国保医療課　後期高齢者医療係　　　　　　　　　　　　　　　〒２４３－０４９２ 海老名市勝瀬１７５番地の１　　　　　　　　　　 電　話：０４６－２３５－４５９５　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６－２３６－５５７４　　　　　　　

26 39142161 座間市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　後期高齢者医療担当　　　　　　　　 〒２５２－８５６６ 座間市緑ケ丘一丁目１番１号　　　　　　　　　　 電　話：０４６－２５５－１１１１（代）　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６－２５２－７０４３　　　　　　　

27 39142187 綾瀬市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険年金課　保険年金担当　　　　　　　　　　　 〒２５２－１１９２ 綾瀬市早川５５０番地　　　　　　　　　　　　　 電　話：０４６７－７０－５６１７　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６７－７０－５７０１　　　　　　　

28 39143011 葉山町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町民健康課　後期高齢者医療担当 〒２４０－０１９２ 三浦郡葉山町堀内２１３５　　　　　　　　　　　 電　話：０４６－８７６－１１１１（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６－８７６－１７１７　　　　　　　

29 39143417 大磯町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町民課　保険年金係　　　　　　　　　　　　　　 〒２５５－８５５５ 中郡大磯町東小磯１８３番地　　　　　　　　　　 電　話：０４６３－６１－４１００（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６３－６１－１９９１　　　　　　　

30 39143615 中井町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 税務町民課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒２５９－０１９７ 足柄上郡中井町比奈窪５６番地　　　　　　　　　 電　話：０４６５－８１－１１１４　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６５－８１－３３２７　　　　　　　

31 39143623 大井町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町民課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒２５８－８５０１ 足柄上郡大井町金子１９９５番地　　　　　　　　 電　話：０４６５－８５－５００７　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６５－８２－３２９５　　　　　　　

32 39143631 松田町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 町民課　国保年金係　　　　　　　　　　　　 〒２５８－８５８５ 足柄上郡松田町松田惣領２０３７　　　　　　　　 電　話：０４６５－８３－１２２５　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６５－８３－１２２９　　　　　　　

33 39143649 山北町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険健康課　保険年金班　　　　　　　　　　　　 〒２５８－０１９５ 足柄上郡山北町山北１３０１番地４　　　　　　　 電　話：０４６５－７５－３６４２　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６５－７９－２１７１　　　　　　　

34 39143664 開成町役場 総合窓口課　 (後期高齢者医療担当) 〒２５８－８５０２ 足柄上郡開成町延沢７７３ 電　話：０４６５－８４－０３２４ ＦＡＸ：０４６５－８２－５２３４　　　　　　

35 39143821 箱根町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保険健康課 〒２５０－０３９８ 足柄下郡箱根町湯本２５６番地　　　　　　　　　 電　話：０４６０－８５－９５６４　　　　　　　 ＦＡＸ：０４６０－８５－８１２４　　　　　　　

36 39143839 真鶴町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康長寿課　　　　　　　　 〒２５９－０２０２ 足柄下郡真鶴町岩２４４番地の１　　　　　　　　 電　話：０４６５－６８－１１３１（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６５－６８－５１１９　　　　　　　

37 39143847 湯河原町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　 住民課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〒２５９－０３９２ 足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１　　　　　　　　電　話：０４６５－６３－２１１１（代）　　　　 ＦＡＸ：０４６５－６３－２３８４　　　　　　　

38 39142062 小田原市役所 保険課 〒２５０－８５５５ 小田原市荻窪３００ 電　話：０４６５－３３－１８４３　　　 ＦＡＸ：０４６５－３３－１８２９　　　　　　　


